
７　商　工　業

○採石法
採取計画の認可等に関する事務 産業労働部 産業政策課

№ 根拠条項 事務の内容 処分権者 処分件数 移譲に当たっての条件等 備考

1 第３３条 採取計画の認可 総合支庁 23

2 第３３条の５第1項 採取計画の変更認可 総合支庁 4

3
第３３条の５第２
項

採取計画の変更認可、軽微な変更届 総合支庁 9

4
第３３条の５第４
項

採取計画の変更認可、事項の変更届 総合支庁 4

5
第３３条の７第１
項

認可の条件 総合支庁 1

6 第３３条の９ 採取計画の変更命令 総合支庁 0

7 第３３条の１０ 休止・廃止の届出 総合支庁 3

8 第３３条の１２ 認可の取消等 本庁 0

9 第３３条の１３ 緊急措置命令等 総合支庁 0

10 第３３条の１７
岩石の採取を廃止した者に対する災
害防止命令

総合支庁 0

11
第３４条の４第１
項

聴聞の特例 本庁 0

12 第３４条の６ 採石業者に対する指導及び助言 総合支庁 100

13 第４２条 報告徴収、立入検査 総合支庁 100

○砂利採取法
採取計画の認可等に関する事務 県土整備部 河川課

№ 根拠条項 事務の内容 処分権者 処分件数 移譲に当たっての条件等 備考

14 第１６条第1項 採取計画の認可 総合支庁 38

15 第２０条第１項 採取計画の変更の認可 総合支庁 4

16 第２０条第２項 軽微な変更の届出の受理 総合支庁 5

17 第２０条第３項 氏名等の変更の届出の受理 総合支庁 0

18 第２２条 認可採取計画の変更の命令 総合支庁 0

19 第２３条第１項
災害防止の措置の命令又は砂利採
取の停止の命令

総合支庁 0

20 第２３条第２項
違反者に対する災害防止の措置の命
令

総合支庁 0

21 第２４条 砂利採取の廃止の届出の受理 総合支庁 28

22 第２６条
採取計画の認可の取消し又は砂利採
取の停止の命令

総合支庁 0

23 第３３条
報告の徴収（砂利採取業者の登録に
係るものを除く。）

総合支庁 5

24 第３４条第２項
立入検査等（砂利採取業者の登録又
は知事が実施する巡視に係るものを
除く。）

総合支庁 19

25 第３７条第１項 要請の受理 総合支庁 0

26 第３７条第２項 調査及び措置 総合支庁 0

27 第４１条第１項
砂利採取業者に対する指導及び助言
（砂利採取業者の登録に係るものを
除く。）

総合支庁 6

28 第４３条 国又は地方公共団体との協議 総合支庁 0

現在の県の担当部課 移譲対象
市町村

現在の県の担当部課 移譲対象
市町村

同一市町村の区域内の計画に係る
ものに限る。

（林地開発許可など他法令と合わ
せての移譲を検討する必要があ
る。）

地方分権改革推進委員会
第一次勧告掲載

全市町村

①砂利採取場の区域の全部が当該
市町村に属するものに限る。
  ただし次のものを除く。
  ア　当該砂利採取場の区域の全
部又は一部が河川区域にかかるも
の。
  イ　当該砂利採取場の区域の全
部又は一部が河川保全区域にかか
るもの。
  ウ　当該砂利採取場の区域の全
部又は一部が河川予定地にかかる
もの。

②　河川区域及び河川保全区域並
びに河川予定地から一定の距離の
範囲内にある砂利採取場について
は、河川管理者との事前協議を処
分に当たって行うこと。

③　処分等を行う都度、県への報告
を求める。

④　砂利採取法、河川法及び海岸
法等を熟知した職員が必要。

⑤　手数料等徴収条例の設定が必
要。

地方分権改革推進委員会
第一次勧告掲載

全市町村
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○商工会法
商工会の設立認可等に関する事務 産業労働部 中小企業振興課

№ 根拠条項 事務の内容 処分権者 処分件数 移譲に当たっての条件等 備考

29 第２３条第１項 設立の認可 総合支庁 0

30 第２３条第３項 意見の聴取 総合支庁 0

31 第２４条 認可又は不認可の処分及び通知 総合支庁 0

32 第４２条第５項 総会招集の承認 総合支庁 0

33 第４４条第２項 定款の変更の認可 総合支庁 5

34 第４９条 事業報告書等の受理 総合支庁 24

35 第５０条第１項 報告の徴収及び立入検査 総合支庁 13

36 第５１条第１項 警告及び処分 総合支庁 0

37 第５１条第２項 警告及び設立の認可の取消し 総合支庁 0

38 第５１条第３項 地区の変更又は解散の勧告 総合支庁 0

39 第５１条第４項 設立の認可の取消し 総合支庁 0

40 第５１条第５項 意見の聴取 総合支庁 0

41 第５２条第２項 解散の届出の受理 総合支庁 0

42 第５３条 清算人の選任 総合支庁 0

43 第５４条第１項 財産処分の方法についての認可 総合支庁 0

44 第５４条第２項 財産処分の方法についての認可 総合支庁 0

45 第５４条の３ 清算結了の届出の受理 総合支庁 0

○商工会議所法
産業労働部 中小企業振興課

№ 根拠条項 事務の内容 処分権者 処分件数 移譲に当たっての条件等 備考

46 第７条第２項
特定商工業者の該当基準の引上げ
の許可

総合支庁 0

47 第１０条第２項 法定台帳の作成期間の延長 総合支庁 0

48 第１０条第３項 法定台帳の作成期間の延長の通知 総合支庁 0

49 第１２条第１項
特定商工業者に対する負担金の賦課
の許可

総合支庁 7

50 第４６条第5項 定款の変更の届出の受理 総合支庁 1

51 第５７条 収支決算等の報告の受理 総合支庁 7

52 第５８条第１項 報告の徴収及び検査 総合支庁 3

53 第５９条第１項 警告及び業務の一部の停止の処分 総合支庁 0

54 第５９条第４項 日本商工会議所からの意見聴取 総合支庁 0

商工会の地区が同一市町村の区域
内に係るものに限る。

（商工会の合併の状況に留意する
必要がある。）

特例条例により酒田市、上
山市、南陽市、川西町に移
譲済み

商工会が存
する市町村
（酒田市、上
山市、南陽
市、川西町

は済）

現在の県の担当部課 移譲対象
市町村

商工会議所に関する事務 現在の県の担当部課 移譲対象
市町村

商工会議所の地区が同一市町村の
区域内に係るものに限る。

特例条例により酒田市に
移譲済み

商工会議所
が存する市
町（酒田市

は済）
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○中小小売商業振興法
商店街整備計画等の認定等に関する事務 産業労働部 商業・県産品振興課

№ 根拠条項 事務の内容 処分権者 処分件数 移譲に当たっての条件等 備考

55 第４条第１項
商店街振興組合等が作成する商店
街整備計画の認定

本庁 0

56 第４条第２項
事業協同組合等が作成する店舗集
団化計画の認定

本庁 0

57 第４条第３項
事業協同組合等が作成する共同店
舗等整備計画の認定

本庁 0

58 第４条第６項
商店街の中小小売商業者の近代化
を支援するため特定会社等が作成す
る商店街整備等支援計画の認定

本庁 0

59 第４条第８項

事業協同組合等が作成する共同店
舗等整備計画、特定会社等が作成す
る商店街整備等支援計画を認定する
際の所管大臣への協議

本庁 0

60 第１３条第１項 事業実施状況の報告の徴収 本庁 0

○中小小売商業振興法施行令
商店街整備計画等の認定等に関する事務 産業労働部 商業・県産品振興課

№ 根拠条項 事務の内容 処分権者 処分件数 移譲に当たっての条件等 備考

61 第９条第１項 計画変更の認定 本庁 0

62 第９条第２項 認定の取り消し 本庁 0

63 第９条第３項 認定の取り消し 本庁 0

○中小企業等協同組合法
協同組合の設立の認可等に関する事務 産業労働部 中小企業振興課

№ 根拠条項 事務の内容 処分権者 処分件数 移譲に当たっての条件等 備考

64 第９条の２の２
あっせん又は調停（調停案の公表及
び審議会への諮問を含む。）

本庁 0

65 第９条の２の３
組合員以外の者の利用の特例の認
可及び取消し

総合支庁 0

66
第２７条の２第１
項

組合の設立の認可 総合支庁 4

67 第３５条の２
役員の氏名又は住所の変更の届出
の受理

総合支庁 114

68
第４８条（第６９条
において準用する
場合を含む。）

組合の臨時総会の招集の承認 総合支庁 0

69 第５１条第２項 組合の定款の変更の認可 総合支庁 24

70
第５７条の５ただ
し書

余裕金運用の特例の認可 総合支庁 0

71 第６２条第２項 解散の届出の受理 総合支庁 8

72 第６６条第１項 組合の合併の認可 総合支庁 0

73 第９６条第５項 解散の登記の嘱託 総合支庁 0

74 第１０４条第１項 不服の申出の受理 総合支庁 0

75 第１０５条第２項 組合の検査 総合支庁 0

76
第１０５条の２第１
項

決算関係書類の受理 総合支庁 288

77
第１０５条の３第１
項

組合の一般的状況に関する報告の徴
収

総合支庁 0

78
第１０５条の３第２
項

報告の徴収 総合支庁 0

79
第１０５条の４第１
項

組合の検査 総合支庁 1

80 第１０６条第１項
法令の違反等に対し事業協同組合が
必要な措置を採るべき旨の命令

総合支庁 0

81 第１０６条第２項 解散の命令 総合支庁 0

82 第１０６条第３項
組合の解散を命ずる旨の官報への掲
載

総合支庁 0

現在の県の担当部課
移譲対象
市町村

計画の対象範囲が同一町村の区域
内の場合に限る。
No.59～63 中小小売商業振興法第
４条１項～３項、６項、８項の認定等
に伴う事務

現在の県の担当部課 移譲対象
市町村

現在の県の担当部課 移譲対象
市町村

No.65～67 中小小売商業振興法施
行令第９条第１項～３項の認定等に
関する事務も移譲の対象となる。

移譲に当たっての条件等：
計画の対象範囲が同一町
村の区域内の場合に限
る。

全町村

全町村

組合の地区が同一市町村の区域内
に係るものに限る。

中小企業団体の組織に関する法律
のNo.109,110及びNo.112～115の事
務権限についても併せて移譲にな
る。

全市町村

 7-3



産業労働部 中小企業振興課

№ 根拠条項 事務の内容 処分権者 処分件数 移譲に当たっての条件等 備考

83

第１７条の２第１
項（第３３条にお
いて準用する場
合を含む。）

組合員以外の者の事業の利用の特
例の認可

本庁 0

84

第１７条の２第２
項（第３３条にお
いて準用する場
合を含む。）

組合員以外の者の事業の利用の特
例の認可の取消し

本庁 0

85 第４２条第１項 設立の認可 本庁 0

86 第４２条第３項 設立の認可の通知 本庁 0

87 第４２条第４項
設立のみなし認可の場合の認可に関
する証明をすべきことの請求の受理

本庁 0

88 第４２条第５項
設立の認可の申請に関し関係行政機
関に照会を発した旨の通知

本庁 0

89

第４７条第２項に
おいて準用する
中小企業等協同
組合法第３５条の
２

役員の氏名又は住所の変更の届出
の受理

本庁 15

90

第４７条第２項に
おいて準用する
中小企業等協同
組合法第４８条

臨時総会の招集の承認 本庁 0

91

第４７条第２項に
おいて準用する
中小企業等協同
組合法第５１条第
２項

定款の変更の認可 本庁 1

92

第４７条第２項に
おいて準用する
中小企業等協同
組合法第５７条の
５ただし書

余裕金運用の特例の認可 本庁 0

93

第４７条第３項に
おいて準用する
中小企業等協同
組合法第６２条第
２項

解散の届出の受理 本庁 0

94

第４７条第３項に
おいて準用する
中小企業等協同
組合法第６６条第
１項

合併の認可 本庁 0

95

第４７条第３項に
おいて準用する
中小企業等協同
組合法第６９条に
おいて準用する
第４８条

臨時総会の招集の承認 本庁 0

96

第５４条において
準用する中小企
業等協同組合法
第９６条第５項

解散の登記の嘱託 本庁 0

97 第６７条 必要な措置の命令 本庁 0

98 第６９条第１項 解散の命令 本庁 0

99 第６９条第２項 解散の命令 本庁 0

100 第６９条第３項 解散の命令 本庁 0

101

第６９条第４項に
おいて準用する
中小企業等協同
組合法第１０６条
第３項

解散を命ずる旨の官報への掲載 本庁 0

102

第７１条において
準用する中小企
業等協同組合法
第１０４条第１項

不服の申出の受理 本庁 0

103

第７１条において
準用する中小企
業等協同組合法
第１０５条第２項

検査 本庁 0

第９条ただし書により主務大臣（→
政令により知事に委任）の認可を受
けた商工組合で一の市町村の区域
内を地区とする場合又は第１３条第
２号により商店街組合がその地区
の属する一の市の区域を地区とし
て設立された商工組合連合会に限
る。

全市町村

○中小企業団体の組織に関する法律
中小企業団体の組織に関する事務 現在の県の担当部課 移譲対象

市町村
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104

第７１条において
準用する中小企
業等協同組合法
第１０５条の２第１
項

決算関係書類の受理 本庁 34

105 第９２条 報告の徴収 本庁 0

106 第９３条第１項 立入検査 本庁 0

107 第９６条第８項
商工組合から事業協同組合への組
織変更の届出の受理

本庁 0

108
第９７条第２項に
おいて準用する
第９６条第５項

事業協同組合から商工組合への組
織変更の認可

本庁 0

109
第１０１条の２第３
項

経済産業大臣に対する協議 本庁 0

110 第９５条第７項
事業協同組合等から協業組合への
組織変更の届出の受理

本庁 0

111 第９６条第５項
商工組合から事業協同組合への組
織変更の認可

本庁 0

112
第９７条第２項に
おいて準用する
第９６条第８項

事業協同組合から商工組合への組
織変更の届出の受理

本庁 0

113 第１００条の１１
事業協同組合から株式会社への組
織変更の届出の受理

本庁 0

第９条ただし書により主務大臣（→
政令により知事に委任）の認可を受
けた商工組合で一の市町村の区域
内を地区とする場合又は第１３条第
２号により商店街組合がその地区
の属する一の市の区域を地区とし
て設立された商工組合連合会に限
る。

全市町村

中小企業等協同組合法に関する事
務権限の移譲に併せて移譲にな
る。
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